
令和 7 年度版
古河市

申請窓口 電話番号 所在地

高齢介護課 0280-92-4921 〒306-0221
駒羽根1501番地

総和庁舎市民総合窓口課 0280-92-3111 〒306-0291
下大野2248番地

古河庁舎市民総合窓口室 0280-22-5111 〒306-8601
長谷町38番18号

三和庁舎市民総合窓口室 0280-76-1511 〒306-0198
仁連2065番地

◆介護保険や高齢者福祉サービスの申請窓口

センター名 電話番号 担当地域

地域包括支援センター古河
（高齢者サポートセンター古河） 0280-23-6517 古河地区

地域包括支援センター総和
（高齢者サポートセンター総和） 0280-23-5661 総和地区

地域包括支援センター三和
（高齢者サポートセンター三和） 0280-77-3740 三和地区

◆高齢者に関する相談窓口

みんなで支えるみ ん な で 支 え る
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介護保険は高齢者の暮らしを
社会みんなで支えるしくみです
介護保険は、日常生活の自立が難しい高齢者のために提供される保険制度のことで
す。40 歳以上の方は、介護保険に加入し、決められた保険料を納めています。その
保険料や税金を財源とすることで、介護が必要な方は、費用の一部を負担するだけ
でさまざまな介護サービスを受けられます。介護保険は、介護が必要になっても高
齢者が地域で安心して暮らしていけることを目指すとともに、いつまでも自立した
生活を送れるよう支援します。本書は、介護保険で受けられるサービスや利用の仕
方を説明しています。一日一日をより充実したものにしていただくためにも、是非
本書をご活用ください。

介護保険の保険証は、健康保険の保険証とは別に交付されます。
介護保険のサービスを受けるときなどに介護保険の保険証が必要になります。
大切に保管しましょう。

● 65歳以上の方は
65 歳になる前の月に交付されます。

（65 歳到達は誕生日の前日です）

● 40 ～ 64 歳の方は
要介護認定を受けた方に交付されます。

●保険証が必要なとき
• 要介護認定を申請（更新）するとき
• ケアプランを作成するとき
• 介護サービスを利用するとき　など

●保険証の有効期限は？
有効期限はありません。介護サービスを利用
するまで大切に保管してください。

介護保険の保険証を大切に保管しましょう

もくじ
介護保険制度のしくみ

介護保険料について

サービスを利用するには
　
　　介護（予防）サービスを利用するための手順
　　要介護・要支援認定の申請から認定まで
　　ケアプラン作成からサービス利用まで

介護保険で利用できるサービス
　
　　居宅サービス
　　地域密着型サービス
　　施設サービス
      福祉用具貸与・購入、住宅改修
　　
利用者負担について
　
　　費用の支払い
　　利用者負担額を軽減するために

介護予防・日常生活支援総合事業

高齢者福祉サービス案内
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地域包括支援センター・在宅介護支援センター
成年後見サポートセンターのご案内
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（指定を受けた社会福祉法人、医療法人、
 民間企業、非営利組織などがサービスを提供）

●保険証・負担割合証の交付　●認定や結果通知

●サービスの提供　●費用の1～３割を請求

●介護保険料を納める　●要介護・要支援認定の申 請

●サービスを利用　●費用の1～３割を支払う

● 依頼を受けてケアプランを作成
● サービスに関する相談を受け支援

介護保険で対象となる病気（特定疾病）には、加齢による心身の変化に起因すると
考えられる下記の16種類が指定されています。

65歳以上（第1号被保険者）で一定所得以上の方は介護（予防）サービス等を
利用するときの自己負担が2割または3割になります。 　詳細▶▶第５章

● 居宅サービス
● 地域密着型サービス
● 施設サービス　　     など

利用者にあった介護サービスを提供
介護サービスの相談窓口となる
介護の専門家

連携

相談

支援 連絡
調整ケアマネジャー 介護サービス・

介護予防サービス提供事業者

請
求

支
払

特定疾病とは

●筋萎縮性側索硬化症 　 ●後縦靱帯骨化症  ●骨折を伴う骨粗しょう症  ●多系統萎縮症

●初老期における認知症  ●脊髄小脳変性症  ●脊柱管狭窄症 　　　　　 ●早老症

●糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症                          ●脳血管疾患

●進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病              ●閉塞性動脈硬化症

●関節リウマチ              ●慢性閉塞性肺疾患

●両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

●がん（医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。）

３割負担となる方 負担割合証
本人の合計所得金額が220万円以上で
同じ世帯にいる65歳以上の人の「年金
収入＋その他の合計所得金額（※）」の
合計が単身世帯で340万円以上、2人以
上の世帯では463万円以上の人は負担
割合が３割となります。

要介護・要支援認定等を受け
た方、介護予防・生活支援サー
ビス事業対象者には、利用者
の負担割合を示す証明書が発
行されます。保険証とともに
介護（予防）サービス等を利用
するときに必要になります。
有効期限：１年間
（8月1日～翌年7月31日）

※合計所得金額とは、地方税法上の合計所得金額
　から長期譲渡所得と短期譲渡所得に係る特別
　控除額を控除した額です。

負担割合（1～3割）
が記載されます。

CHECK

地域包括支援センター
（高齢者サポートセンター）

● 加入者から相談を受け、内容に
　 応じて支援

高齢者が地域で生活できるよう
支援する拠点

詳細▶ 第7章

主な役割
● 介護保険料の算定・徴収
● 保険証・負担割合証の交付
● 要介護・要支援認定
● 保険給付　など

介護保険加入者（被保険者）
年齢で2つの被保険者に分かれます。

65歳以上（第1号被保険者）

医療保険に加入している
40～64歳（第２号被保険者）

介護が必要であると「要介護・
要支援認定」を受けた場合に
サービスが利用できます。
介護が必要となった原因は
問われません。

介護保険で対象となる病気
（特定疾病※1）が原因で
「要介護・要支援認定」を受
けた場合に、サービスが利
用できます。

● 保険料を納める
● 要介護・要支援認定の申請
● サービスを利用し、
　 費用（利用者負担割合分）を支払う

の方

の方

※1

きんいしゅくせいそくさくこうかしょう

とうにょうびょうせいしんけいしょうがい

しんこうせいかくじょうせいまひ だいのうひしつきていかくへんせいしょうおよ びょう

とうにょうびょうせいじんしょうおよ　     とうにょうびょうせいもうまくしょう

しょろうき　　　　　　　　　にんちしょう

かんせつ まんせいへいそくせいはいしっかん

こうじゅうじんたいこっかしょう

せきずいしょうのうへんせいしょう せきちゅうかんきょうさくしょう そうろうしょう

のうけっかんしっかん

へいそくせいどうみゃくこうかしょう

たけいとういしゅくしょうこっせつ　　ともな　　こ つ そ                        しょう

りょうそく　　　しつかんせつまた　　 こかんせつ　　いちじる　　　　       へんけい　  ともな　　へんけいせいかんせつしょう

（要介護・要支援認定の詳細▶第３章）

見本

介護保険制度のしくみ1 介護保険は、40歳以上のみなさまが加入者（被保険者）となって、保険料を納め、
介護が必要になったときには、費用の一部を負担することで、介護(予防)サービ
スを利用できる制度です。

古河市（保険者）

古河市（保険者）が古河市（保険者）が
費用の７〜９割を支払う費用の７〜９割を支払う
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● 介護保険の財源
介護保険料は、介護保険を運営するための大切な財
源で、40歳以上の方が納めます。保険料が介護保険
財源に占める割合は左のグラフの通りです。

年金の受給額で異なります。

年金の受給が年額18万円以上

年金の受給が年額18万円未満

 年金から天引き（特別徴収）

納付書払か口座振替 (普通徴収)

年金天引きとは、年金支払月（偶数月）に
受給の年金からあらかじめ保険料を差し引
くことです。ご自身で納める必要はありま
せん。（注）個人年金は対象となりません。

市役所からお送りする納付書で、毎月、
指定の金融機関等で納めます。口座振替
で納めることもできます。

当年度の介護保険料が確定するまでの
間（4 月・6 月・8 月）、仮の保険料額
を年金から差し引かせていただきます。
すでに年金から差し引かれている方は、
前年度の 2 月と同額をそれぞれ納めてい
ただきます。

保険料が確定しましたら、仮徴収額を差
し引いた残りの額を期割（10 月・12 月・
２月）で年金から差し引かせていただき
ます。
※��仮徴収額と本徴収額に大きく差が生じると

思われる方に対しては、６月・８月の徴収額
を変更（平準化）する場合があります。

納め方

仮徴収期間 本徴収期間

本算定賦課

  仮徴収

本算定賦課

　本徴収

7月から翌年の２月までの８期分の納付書を7月中旬にお送りいたします。納付書
に記載の金融機関・コンビニエンスストア・市役所の窓口で期限内に納めていただく
か、お申込の金融機関の口座から口座振替により納めていただきます。

４月

7月 1月8月 2月

10月

10月 11月

12月

12月

６月

９月

８月 2月

こんなときは、一時的に納付書で納めます！
●年度途中で 65 歳になった
●年度途中で他の市区町村から転入した
●年度途中で老齢（退職）年金・遺族年金・障害年金の受給が始まった
●申告等で保険料の所得段階が変更になった
●年金が一時差し止めになった　　　　など

年金が年額 18 万円未満の方　　【納付書】や【口座振替】で各自納めます
●市役所から送付される納付書で納めていただきます。

納付場所
① 次の金融機関の本店及び各支店
　 常陽銀行・足利銀行・筑波銀行・栃木銀行・東日本銀行・結城信用金庫・茨城県信用組合・
　  中央労働金庫・茨城むつみ農業協同組合
　  関東各都県及び山梨県に所在のゆうちょ銀行・郵便局

② 古河市役所
     総和庁舎・古河庁舎・三和庁舎・健康の駅（高齢介護課）

③ 納付書に記載の各コンビニエンスストア

④ スマートフォンアプリによる納付
     ＊手数料は無料ですが、通信料は利用者負担となります。
     ＊納付期限の過ぎた納付書及びバーコード印字のないものは、使用できません。
     ＊詳しくは、各アプリのガイドページをご覧ください。

忙しい方、なかなか外出ができない方は、介護保険料の口座振替口座振替が便利です。
　① 通帳、印かん（金融機関届出印）を用意します。
　② 市役所または取り扱い金融機関で「口座振替依頼書」に必要事項を記入し
　 　申し込みます。

＊口座振替の開始は、通常、申し込み日の翌月からになります。
＊口座の残高をご確認ください。残高不足で引き落としできないケースがあります。

手
続
き

普
通
徴
収

PayB PayPay

介
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介護保険料について2
介護保険制度は社会全体で介護を支えることを目的に創設された公的保険制度です。
介護保険が健全に運営できるよう、保険料の納付にご理解とご協力をお願いいたします。

50％
23％

27％
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古河市の保険料基準額

（月額） 5,700円

所得段階 所得区分 負担率 年額保険料

世
帯
全
員
が

市
民
税
非
課
税

第１段階

生活保護受給者及び老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税非
課税の方 
世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額＋課税年金収
入額が80.9万円以下の方

基準額×0.285 19,400円

第２段階 世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額＋課税年金収
入額が120万円以下の方 基準額×0.485 33,100円

第３段階 世帯全員が市民税非課税で、第１段階・第２段階に属さない方 基準額×0.685 46,800円

本
人
が

市
民
税
非
課
税

第４段階 世帯の誰かに市民税が課税されているが本人は市民税非課税
で、前年の合計所得金額＋課税年金収入額が80.9万円以下の方 基準額×0.900 61,500円

第５段階
(基準段階)

世帯の誰かに市民税が課税されているが本人は市民税非課税で、
前年の合計所得金額＋課税年金収入額が80.9万円を超える方 基準額×1.000 68,400円

本
人
が
市
民
税
課
税

第６段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方 基準額×1.200 82,000円

第７段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210
万円未満の方 基準額×1.300 88,900円

第８段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320
万円未満の方 基準額×1.500 102,600円

第９段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420
万円未満の方 基準額×1.700 116,200円

第10段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520
万円未満の方 基準額×1.900 129,900円

第11段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620
万円未満の方 基準額×2.100 143,600円

第12段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720
万円未満の方 基準額×2.300 157,300円

第13段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の方 基準額×2.400 164,100円

決め方

※年額保険料は 100円未満を切捨てています。

前年の合計所得金額と
課税年金収入額の合計
額が

80.9万円以下

80.9万円超120万円以下

120万円超

前年の合計所得金額と
課税年金収入額の
合計額が

80.9万円以下

80.9万円超

前年の合計所得金額が

120万円未満

120万円以上210万円未満

210万円以上320万円未満

320万円以上420万円未満

420万円以上520万円未満

520万円以上620万円未満

620万円以上720万円未満

720万円以上

生活保護を受給している

老齢福祉年金を
受給している

あなたに市民税が課
税されている

同じ世帯に市民税を
課税されている

人がいる

●合計所得金額
収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金
額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除
をする前の金額です。
第1～5段階については「公的年金等に係わる雑所得」
を控除した金額を用います。また、第 1～ 5段階の
合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給
与所得から 10万円を控除した金額を用います。土
地売却等に係る特別控除額がある場合は「長期譲渡
所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額」を控除し
た金額を用います。

●課税年金収入額
国民年金・厚生年金・共済年金などの課税対象とな
る種類の年金収入額のことです。障害年金・遺族年金・
老齢福祉年金などは含まれません。

はい

いいえ はい

はい
はい

いいえ

いいえ

いいえ
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基準額をもとに、所得等に応じて決まります。

65歳以上（第1号被保険者）の方の保険料

スタート！

チャートを使って自分の 介護保険料を確認
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Q

納め方 医療分・後期高齢者支援金分と合わせて世帯主が納付します。
※なお、本人負担分と同額を国や県が負担しています。

納め方 健康保険料と介護保険料を合わせて納めます。
※原則として事業主が半分納めます。

Q

A

年金天引きから納付書払や口座振替に変更することはできますか。

Q

A

納めた介護保険料は税金の控除になりますか。

Q
A

65歳になったら納付書が届きました。年金天引きにならないのですか。

65 歳になられてすぐには年金天引きが開始しません。年金天引きが始ま
るまでは納付書払又は口座振替で納めていただきます。口座振替をご希望
の方は「口座振替依頼書」の提出が必要となりますので、高齢介護課保険
料係までご連絡ください。

本人の希望により、年金天引きを変更することはできません。ただし、保
険料額の減額などで年金天引きが中止となった場合は、年金天引き再開ま
で納付書払か口座振替により納めていただきます。なお、年金天引きの再
開にあたっては、本人の手続きは不要です。

所得税や市県民税の社会保険料控除の対象となります。
該当する年の１月から12月までに納付した金額を年末調整や確定申告な
どで申告します。年金天引きの方は、2月分から12月分の受け取った年金
から天引きされた金額を年金受給者本人の申告で控除とします。納付書
払や口座振替で納付した方は、1月から12月までに納付した金額を納付
した方の申告で控除とします。

A

確定申告をします。年金の源泉徴収票に記載されている介護保険料の
金額が市から届いた通知書と違います。なぜですか。

算定期間が異なるからです。源泉徴収票の金額は 1 月から 12 月までに受
け取った年金から天引きされた年単位の金額です。一方、市が決定した保
険料の通知書の金額は4月から翌年3月までに納める年度単位の金額です。
年金天引きの方は年金の源泉徴収票で、納付書払や口座振替の方は領収書
や通帳で申告額をご確認ください。

Q

A

納付が困難です。介護保険料の減免制度はありますか。

災害などの特別な事情で一時的に保険料が納められなくなったときや、一
定の条件に該当し納付が特に困難と認められた場合は減額になる場合があ
ります。まずは高齢介護課保険料係までご相談ください。

40歳から64歳（第2号被保険者）の方の保険料

決め方 世帯に属している第 2号被保険者の人数や
所得などに応じて世帯ごとに決まります。

決め方 加入している健康保険ごとの算定方法で決まります。

古河市国民健康保険に加入している方

職場の健康保険に加入している方

介護保険料を滞納した場合は？！
災害など特別な事情もなく介護保険料を滞納した場合、滞納した期間に応じて次の
措置が取られることがあります。

１年以上滞納

納期限をすぎると… 督促が行われ、延滞金が徴収される場合があります。

2年以上滞納１年6か月以上滞納

サービス費用の全額を
いったん自己負担し、申
請によりあとから保険
給付（費用の 7～ 9 割）
を受けます。

サービス費用の全額を
いったん自己負担し、
給付が一時差し止めら
れます。滞納していた
保険料に充当する場合
があります。

利用者負担が 1割～ 3 割
負担から、3 割～ 4 割に
引き上げられるほか、
高額介護サービス費の
支給が受けられない場
合があります。
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相談する 心身の状態を調査 結果を知る 利用できるサービス

一般介護
予防事業

介護予防・
生活支援
サービス事業

コラム

コラム ケアマネジャー（介護支援専門員）ってどんな人？

要介護・要支援認定
の申請

例えば…
・介護（予防）サービスが必要
・どんなサービスを利用したら
  よいかわからない
・介護の予防をしたい など

介護の知識を幅広く持った専門家で、
介護（予防）サービスの利用にあたって、
右記のような重要な役割を担っていま
す。資格は５年ごとに更新されます。

□週に 1 回以上は外出していますか
□転倒に対する不安は大きいですか
□半年前に比べて固いものが
　食べにくくなりましたか
□周りの人から物忘れがあると
   言われますか

非
該
当

要
介
護
・
要
支
援
認
定

要介護１～５

要支援 1・２

介護サービス

介護予防
サービス

生活機能の
低下がみられない方
介護予防したい方

非該当

生活機能の
低下がみられた方

事業対象者

●本人に適したケアプランの作成
●サービス事業所への連絡・手配
●施設選びの相談・アドバイス
●介護に関する家族の相談・アドバイス

詳しくは、第４章

詳しくは、第４章

詳しくは、第６章

詳しくは、第６章

申請の窓口は高齢介護課
または各庁舎の市民総合窓
口です。申請は本人または家
族でもできます。
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サービスを利用するには3
介護（予防）サービスを利用するための手順

基本チェックリスト
による判定

25 の質問項目で日常生活
に必要な機能が低下してい
ないかを確認します。

基本チェックリストについて

日頃の生活や心身の状態を確認するた
め、25 項目の質問に「はい」か「いいえ」
で答えます。このチェックリストから、
運動機能や口腔機能などといった日常
生活に必要な機能が低下していないか
確認し、どのような介護予防に取り組
めばよいかがわかります。

基本チェックリスト（例）

地域包括支援センター・
高齢介護課で相談する
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3 審査・
判定

保健・医療・福祉の専門家が介護認定審査会で、
必要な介護の度合いを総合的に判断します。

・介護認定審査会の判定に基づき、市町村が要介護状態区分を認定します。

4 認定 必要な介護の度合いが認定され、その結果が記載された
結果通知書と介護保険被保険者証が届きます。

一次判定

訪問調査の内容

主治医の意見書

介護認定審査会 判 定
●要支援 1・2
●要介護 1～5
●非該当

コンピュータ判定(一次判定)の結果と訪問調査の内容、主治医意見書をも
とに「介護認定審査会」で要介護状態区分の判定(二次判定)がされます。

・

要介護状態区分

第６章非該当

利用できるサービス

保険給付の対象外

第４章

要介護5

要介護4

要介護3

要介護2

介護サービスが利用できます。
介護が必要
数字が高いほど
介護が必要な
度合いが高い

要介護1

要支援2 第４章

第６章要支援1
介護予防サービスが利用できます。
介護予防・生活支援サービス事業が利用できます。

予防的な
対策が必要

要介護・要支援認定の申請から認定まで

希望者は基本チェックリストを受けて事業対
象者に該当すれば、介護予防・生活支援サー
ビス事業が利用できます。
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Q　現在、入院中でも申請できますか？

Q　主治医とは

Q　認定結果が出るまで、介護(予防)サービスの利用はできないの？

申請は、利用者本人または家族、パートナー、成年後見人、地域包括支援センター、
省令で定められた居宅介護支援事業所や介護保険施設等に代行してもらうこと
もできます。

退院後に在宅で介護（予防）サービスを利用する場合や、介護保険施設等へ
の入所を希望する場合に申請できます。なお、要介護・要支援認定は、病状
が安定していることが前提となりますので、病院の主治医や看護師、相談員
等にご相談ください。

かかりつけの医師や、介護が必要になった直接の原因である病気を治療して
いる医師等、本人の心身の状態をより把握している医師のことです。
主治医がいない場合は、市役所の高齢介護課へご相談ください。

要介護認定は、申請日から有効です。申請後、認定結果が通知されるまでの
間でも必要に応じて利用することもできます。サービス利用を具体的に考え
てから申請しても間に合います。また、介護サービスを利用する時点では心
身の状態が変化している可能性もあり、要介護認定のやり直しが必要になる
場合もあります。
介護サービスが必要な時に、要介護認定の申請をしましょう。

介護（予防）サービスを利用するには要介護・要支援認定を受け、
「介護（予防）が必要」と認定されることが必要です。

１

A

A

A

A

申請 介護（予防）サービスが必要になったら高齢介護
課または各庁舎の市民総合窓口で申請をします。

・介護（予防）サービスを利用するには、要介護・  
 要支援認定を受けることが必要です。
・申請には介護保険被保険者証(2ページ参照)
 が必要です。

Q　申請は誰でもできますか？

２ ２−１訪問調査 −2 主治医意見書
調査員が自宅等を訪問して、本人と
家族から心身の状態や日頃の生活、
居住環境等について聞き取り調査を
行います。

市から本人の主治医に依頼し、心身
の状態についての意見書を作成して
もらいます。意見書では、本人の生活
機能を評価します。
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ケアプラン作成からサービス利用まで

要介護１～５
と認定された方

介護サービス・介護予防サービス提供事業者や介護保険施設と契約したり、居宅
介護支援事業所や地域包括支援センターに依頼し、介護（予防）サービス計画
（ケアプラン）に基づいてサービスを利用します。

要支援 1・２
と認定された方

事業対象
となった方

在宅で
サービスを
利用したい

施設に
入所して
サービスを
利用したい

居宅介護支援事業所に
ケアプランの作成を依頼

地域包括支援センター
又は介護予防支援事業所に
ケアプランの作成を依頼 ケアプランの作成

介護予防サービスの利用開始

介護予防・生活支援サービス事業の利用開始

ケアプランの作成 在宅サービス
の利用開始

施設サービス
の利用開始

サ
ー
ビ
ス
事
業
所
と
契
約

サ
ー
ビ
ス
事
業
所
と
契
約 

ケアプランの作成介護保険施設と契約

●居宅介護支援事業所を選び、
   連絡します。
●担当のケアマネジャーが
　決まります。

●心身の状態や環境、生活歴　
　などから、課題を分析します。
●地域包括支援センターは、お住
　まいの地域によって担当が決　
　まっています。　（第７章参照）

本人や家族とサービス担
当者を含めて目標を達成
するための具体策、利用
サービスなどの支援メ
ニューを決定します。

ケアプランにそって介護予防サービス
および 介護予防・生活支援サービス事業 を利用します。

ケアプランにそって
介護予防・生活支援サービス事業 を利用します。

ケアプランに基づいて
居宅サービス を利用します。

ケアプランに基づいて
施設サービス を利用します。

● 計画の原案の作成
● サービスの担当者との話し合い
● ケアプランを作成

施設のケアマネジャーが
本人にあったケアプランを作成します。

入所を希望する施設へ
直接申し込みます。

ケアマネジャーと面接して生活上の課題等を把握
し、サービス利用の原案を作ったあと、家族やサー
ビス事業所と、原案について検討します。
サービスの種類、利用回数などを盛り込んだ
ケアプランが作成され、同意により完成します。

要介護・要支援の認定には有効期間があります。
引き続きサービスを利用したい場合は、
有効期間が終了する前に更新認定の申請をする必要があります。
更新認定の申請は、有効期間終了日の60日前から受付します。

！ 要介護・要支援認定は期間ごとに更新が必要です

第４章

第４章

第４章

介護予防ケアプランの作成を、市から指定を受
けた居宅介護支援事業所へ依頼できるように
なりました。（令和６年４月から）

第６章

第６章

Qケアプラン作成の費用はどのくらいかかりますか？

ケアプランの作成及び相談は無料です。
（全額を介護保険で負担します。）

A
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介護保険で利用できるサービス4
「在宅で」「通いで」「施設で」利用できるさまざまな介護サービスは、1割～3割の自己
負担で利用できます。このほかに、居住費、食費、日常生活費がかかる場合があり
ます。費用はサービスを提供する事業所などの体制などによって異なります。

2025年4月1日現在の費用額のめやす

　
第４章で

使用している
マークの意味

要介護  要介護 1 〜５の方が利用できるサービス

要支援  要支援 1・２の方が利用できるサービス

　

　 　

居宅サービス＜在宅でサービス利用＞

自宅での日常生活をサポートしてもらう

要介護  訪問介護（ホームヘルプ）
自分ではできない日常生活上の行為がある場合に、
ホームヘルパーによる本人への身体介護や生活援助が受けられます。
※共生型サービス事業所の場合は、障がい福祉サービス事業所でも介護保険サービスを利用できます。

▼サービス費用のめやす

身体介護 （30分以上1時間未満）（1回）
 例） 食事・排せつ・入浴の介助 など 387円

  生活援助 （20分以上45分未満）（1回）
例） 掃除・洗濯・買い物・調理の支援 など 179円

※早朝、夜間、深夜、緊急時訪問などは加算あり

通院などのための乗車・降車の介助（1回） 97円

　　サービスの対象外です

●本人以外の家族のための家事
●ペットの世話　　　　　●来客の対応
●草むしり・花の手入れ　 ●洗車
●�大掃除や屋根の修理などの
　日常的な家事の範囲を超えるもの　等

共生型サービスとは？

共生型サービスは、1つの事業所で、介護保険と障
がい福祉サービスを一体的に提供する取り組みで
す。障がいのある方が65歳以上になっても、なじ
みの事業所でサービスを受けることができます。

※ 対象サービス・・・・・「訪問介護」「（地域密着型）通
所介護」「（予防）短期入所生活介護」「（予防）小規模
多機能型居宅介護」「看護小規模多機能型居宅介護」

「（介護予防）通所リハビリテーション」

要介護  訪問看護
看護師などによる療養上の世話や診療の補助が受けられます。
▼サービス費用のめやす

訪問看護ステーションの場合
（30分以上１時間未満） 823円 病院または診療所の場合

（30分以上１時間未満） 574円

※早朝、夜間、深夜、緊急時訪問などは加算あり

要支援  介護予防訪問看護
疾患などを抱えて外出が困難な場合に、看護師などによる療養上の世話や診療の補助
が受けられます。

▼サービス費用のめやす

訪問看護ステーションの場合
（30分以上１時間未満）（1回） 794円 病院または診療所の場合

（30分以上１時間未満）（1回） 553円

自宅で看護を受ける

要介護  訪問入浴介護
訪問入浴車などで訪問し、入浴の介護が受けられます。

▼サービス費用のめやす

全身入浴（1回） 1,266円

自宅で入浴の介助をしてもらう

要支援  介護予防訪問入浴介護
自宅に浴槽がない場合や、感染症などの理由からその他の施設における浴室の利用が
困難な場合に限定して、訪問による入浴の介護が受けられます。

▼サービス費用のめやす

全身入浴（１回） 856円

※記載されている金額は１割の場合の利用者負担費用です。

定期巡回・随時対応訪問介護看護事業所と
連携する場合（１ヶ月あたり） 2,961円
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要介護  通所リハビリテーション（デイケア）
介護老人保健施設や病院・診療所に通って、必要な機能訓練が受けら
れます。
▼サービス費用のめやす

通常規模事業所利用の場合
（7時間以上8時間未満）

要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5

　762円
　903円
1,046円
1,215円
1,379円

※個別のリハビリを行った場合は加算あり　※食事、日常生活費は別途かかります。

日帰りで施設に通ってリハビリする

要支援  介護予防通所リハビリテーション（デイケア）
介護老人保健施設や病院・診療所に通って、必要な機能訓練が受けられるほか、その人
の目標に合わせたサービスを提供します。

▼サービス費用のめやす

1か月あたり
要支援1 2,268円

要支援2 4,228円
※食事、日常生活費は別途かかります。

有料老人ホームや軽費老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅などのうち、介護保険
の指定を受けた施設に入居している方が受けるサービスです。 
食事・入浴などの介護や機能訓練が受けられます。

要介護  特定施設入居者生活介護
▼サービス費用のめやす

要支援  介護予防特定施設入居者生活介護
▼サービス費用のめやす

1日あたり
要支援1 183円

要支援2 313円

※食費、居住費などは別途かかります。
※費用は施設の種類・サービスによって異なります。

特定の施設に入居している方が利用するサービス

要介護  訪問リハビリテーション
理学療法士、作業療法士などによる機能訓練が受けられます。

要支援  介護予防訪問リハビリテーション
在宅での生活行為を向上させる訓練が必要な場合に、理学療法士、
作業療法士などによる機能訓練が受けられます。
▼サービス費用のめやす

自宅でリハビリをする

要介護  居宅療養管理指導
要支援  介護予防居宅療養管理指導
医師、歯科医師、薬剤師などが家庭を訪問し、医学的な管理や指導が受けられます。

▼サービス費用のめやす

医師による指導（1か月に2回まで） 515円

自宅で医師などから指導・管理を受ける

要介護  通所介護（デイサービス）
通所介護事業所に通って入浴や食事の介助、
機能訓練などが受けられます。
※�共生型サービス事業所の場合は、障がい福祉サービス事業所でも
   介護保険サービスを利用できます。
▼サービス費用のめやす

通常規模事業所利用の場合
（7時間以上8時間未満）

要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5

　658円
　777円
　900円
1,023円
1,148円

※食事、日常生活費は別途かかります。
※費用は事業所の種類・サービスによって異なります。

日帰りで施設に通って入浴や食事などのサービスを受ける

　
使用している
マークの意味

要介護  要介護 1 〜５の方が利用できるサービス
要支援  要支援 1・２の方が利用できるサービス

　

　 　

１回につき 308円

１回につき 298円

▼サービス費用のめやす

1日あたり

要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5

542円
609円
679円
744円
813円
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要介護  短期入所生活（療養）介護（ショートステイ）
介護老人福祉（保健）施設などに短期間入所し、日常生活の支援や機能訓練が受けられます。

▼サービス費用のめやす　●介護老人福祉施設(併設型の施設の場合)　

▼サービス費用のめやす　●介護老人保健施設の場合

※食費、滞在費、日常生活費などは別途かかります。　
※費用は施設の種類・サービスによって異なります。

一時的に介護ができないとき

要支援  介護予防短期入所生活（療養）介護（ショートステイ）
介護老人福祉（保健）施設などに短期間入所し、日常生活の支援や機能訓練が受けられます。

▼サービス費用のめやす　●介護老人福祉施設(併設型の施設の場合)

▼サービス費用のめやす　●介護老人保健施設の場合

※食費、滞在費、日常生活費などは別途かかります。
※費用は施設の種類・サービスによって異なります。

　
使用している
マークの意味

要介護  要介護 1 〜５の方が利用できるサービス
要支援  要支援 1・２の方が利用できるサービス

　

　 　

地域密着型サービス

要介護  地域密着型通所介護（デイサービス）
小規模なデイサービスセンターに通って、
入浴・排せつ・食事の介助、
機能訓練などが受けられます。

▼サービス費用のめやす

※共生型サービス事業所の場合は、障がい福祉サービス事業所でも介護保険サービスを利用できます。
※食費などは別途かかります。

要介護度が比較的高い状態になっても、可能な限り住み慣れた地域で生活し続ける
ことができるようにするためのサービスです。
原則として、事業所の所在している市の住民の方だけがサービスを利用できます。
費用は施設などの体制などによって異なります。　

2025年4月1日現在の費用額のめやす

要介護  認知症対応型通所介護（認知症デイサービス）

要支援  介護予防認知症対応型通所介護
認知症と診断された方が、デイサービスセンターに通って、入浴・排せつ・食事の介助、
機能訓練などを受けられます。

▼サービス費用のめやす

1回あたり
共用スペースを利用する場合 

（７時間以上８時間未満の場合）

要支援1
要支援2
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5

484円
513円
523円
542円
560円
578円
598円

※食費などは別途かかります。

従来型個室 多床室 ユニット型個室　　　　　　　　　　　　　　　
ユニット型個室的多床室

要介護１ 603円 603円 704円
要介護２ 672円 672円 772円
要介護３ 745円 745円 847円
要介護４ 815円 815円 918円
要介護５ 884円 884円 987円

従来型個室 多床室 ユニット型個室　　　　　　　　　　　　　　　
ユニット型個室的多床室

要介護１ 753円   830円   836円
要介護２ 801円   880円   883円
要介護３ 864円   944円   948円
要介護４ 918円   997円 1,003円
要介護５ 971円 1,052円 1,056円

従来型個室 多床室 ユニット型個室　　　　　　　　　　　　　　　
ユニット型個室的多床室

要支援１ 451円 451円 529円
要支援２ 561円 561円 656円

従来型個室 多床室 ユニット型個室　　　　　　　　　　　　　　　
ユニット型個室的多床室

要支援１ 579円   613円  624円
要支援２ 726円  774円   789円

小規模な通所介護 (1回）
（７時間以上８時間未満の場合）

要支援1 
要支援2
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5

　753円
　890円
1,032円
1,172円
1,312円

利用できません
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要介護  小規模多機能型居宅介護

要支援  介護予防小規模多機能型居宅介護
通いを中心としながら、訪問や短期間の宿泊を組み合わせ、入浴・排せつ・食事の介助、
調理・洗濯・掃除などの家事、健康状態の確認や機能訓練など多機能なサービスが受け
られます。

▼サービス費用のめやす

1か月あたり

要支援1
要支援2
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5

  3,450円
  6,972円
10,458円
15,370円
22,359円
24,677円
27,209円

※食費、宿泊に関する費用などは別途かかります。

要介護  看護小規模多機能型居宅介護（複合型サービス）
介護度が高く、医療ニーズの高い方に対応するため、小規模多機能型居宅介護のサー
ビスに加え、必要に応じて訪問看護が受けられます。
▼サービス費用のめやす

1か月あたり

要介護1 12,447円
要介護2 17,415円
要介護3 24,481円
要介護4 27,766円
要介護5 31,408円

※食費、宿泊に関する費用などは別途かかります。

要介護  認知症対応型共同生活介護（グループホーム）

 　　　介護予防認知症対応型共同生活介護
認知症の方が共同生活住居（グループホーム）において、
家庭的な環境と地域住民との交流の下、
入浴・排せつ・食事の介助、日常生活上の支援、
機能訓練などが受けられます。

▼サービス費用のめやす

※食費、居住費、日常生活費などは別途かかります。　

ユニットとは？・・・９人程度の少人数のグループのこと。入居者の尊厳を重視したケアを目指します。

要支援2

ユニット数 ２つの場合
(1日あたり)

要支援1 利用できません

要支援2
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5

794円
753円
788円
812円
828円
845円

要介護  定期巡回・随時対応型訪問介護看護
日中・夜間を通じて、訪問介護と訪問看護が綿密に連携しながら、定期巡回型訪問と随
時の対応を行うサービスが受けられます。

要介護  夜間対応型訪問介護
夜間に定期的な巡回訪問又は随時の訪問により、入浴・排せつ・食事の介助や緊急時の
対応などが受けられるサービスです。

要介護３以上   地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
　　  （小規模特別養護老人ホーム）

原則として要介護３以上の方が入所できます。
定員29人以下の特別養護老人ホームに入所して、入浴・排せつ・食事の介助、日常生活
上の世話などが受けられます。
※食費、宿泊に関する費用などは別途かかります。

要介護  地域密着型特定施設入居者生活介護
介護保険の指定を受けた定員29人以下の有料老人ホームなどに入居して、入浴・排
せつ・食事の介助、洗濯・掃除などの家事、日常生活上の支援、機能訓練などが受けられ
るサービスです。

◎枠内の４つのサービスに関して、2025年8月1日現在、市内に事業所はありません。

　
使用している
マークの意味

要介護  要介護 1 〜５の方が利用できるサービス
要支援  要支援 1・２の方が利用できるサービス
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施設サービスの利用者は、サービス費用の1 ～3 割に加え、食費・居住費・日常生
活費などを自己負担します。費用は施設の種類やサービスに応じて異なります。
入所した施設によって金額が異なる場合がありますので、詳しくは入所を希望す
る施設に直接問合せてください。
※市町村民税非課税者などは、食費・居住費が減額となる制度があります。

要介護３〜５  介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）
原則として要介護３～５の方が対象です。
入所できるのは、身体上または精神上著しい障がいがあるため、常に介護が必要で、自宅
では介護できない人です。入所した要介護者は、食事・排せつ・入浴などの介護や日常生活
上の世話や健康管理を受けられます。また、少人数の家庭的な雰囲気の中で、サービスの
提供を行う施設もあります。（ユニットケア） ●居室（部屋タイプ）はユニット型個室、
ユニット型個室的多床室、従来型個室、多床室があります。 ※上記の表を参照

▼サービス費用のめやす

ユニット型個室
（1日あたり）

要介護３ 815円
要介護４ 886円
要介護５ 955円

ユニット型個室的
多床室

（1日あたり）

要介護３ 815円
要介護４ 886円
要介護５ 955円

従来型個室
（1日あたり）

要介護３ 732円
要介護４ 802円
要介護５ 871円

多床室
（1日あたり）

要介護３ 732円
要介護４ 802円
要介護５ 871円

※食費、滞在費、日常生活費などは別途かかります。

施設サービス

2025年4月1日現在の費用額

　 使用している
マークの意味 要介護  要介護 1 〜５の方が利用できるサービス 　

　 　

居室（部屋タイプ）について

ユニット型個室 ユニット（10 名程度）で利用できる共用のリビングなどを併設している個室

ユニット型個室的
多床室

室内は、天井との隙間がある仕切りで個室のように区切られ、
ユニット（10 名程度）で利用できる共用のリビングなどを併設している居室

従来型個室 リビングを併設していない個室

多床室 ４人部屋などの個室以外の居室（相部屋）1 サービス費用の
１割〜３割

その他の
日常生活費

食費

施設により異なります

居住費２ ３ ４
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要介護  介護老人保健施設（老健）
入所できるのは、病状が安定し、在宅生活への復帰を目指したリハビリに重点をおいた介
護が必要な人です。
入所した要介護者（要介護１～５に認定されている人）は、医学的な管理のもとでの看護
やリハビリ、食事・排せつ・入浴などの介護や日常生活上の世話を受けられます。
●居室（部屋タイプ）はユニット型個室、ユニット型個室的多床室、従来型個室、多床室が
あります。  ※P27の表を参照

▼サービス費用のめやす

※食費、滞在費、日常生活費などは別途かかります。

　 使用している
マークの意味 要介護  要介護 1 〜５の方が利用できるサービス 　

　 　

要介護  介護医療院
要介護者であって、主として長期にわたり療養が必要である者に対し、施設サービス計画
に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護および機能訓練その他必
要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設です。
主に重篤な身体疾患を有する方や、身体合併症を有する認知症高齢者等が利用するⅠ型
と、比較的容体が安定した方が利用するⅡ型があります。

▼サービス費用のめやす

ユニット型個室
（1日あたり）

要介護1 　850円
要介護2 　960円
要介護3 1,199円
要介護4 1,300円
要介護5 1,392円

ユニット型個室的
多床室

（1日あたり）

要介護1 　850円
要介護2 　960円
要介護3 1,199円
要介護4 1,300円
要介護5 1,392円

従来型個室
（1日あたり）

要介護1 　721円
要介護2 　832円
要介護3 1,070円
要介護4 1,172円
要介護5 1,263円

多床室
（1日あたり）

要介護1 　833円
要介護2 　943円
要介護3 1,182円
要介護4 1,283円
要介護5 1,375円

※食費、居住費、日常生活費などは別途かかります。

　 使用している
マークの意味 要介護  要介護 1 〜５の方が利用できるサービス 　

　 　

ユニット型個室
（1日あたり）

要介護1 　802円
要介護2 　848円
要介護3 　913円
要介護4 　968円
要介護5 1,018円

ユニット型個室的
多床室

（1日あたり）

要介護1 　802円
要介護2 　848円
要介護3 　913円
要介護4 　968円
要介護5 1,018円

従来型個室
（1日あたり）

要介護1 　717円
要介護2 　763円
要介護3 　828円
要介護4 　883円
要介護5 　932円

多床室
（1日あたり）

要介護1 　793円
要介護2 　843円
要介護3 　908円
要介護4 　961円
要介護5 1,012円
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福祉用具貸与・購入、住宅改修

自立した生活をするための福祉用具を借りる

生活環境を整えるサービス

福祉用具貸与(介護予防福祉用具貸与)

特定福祉用具購入(特定介護予防福祉用具購入)
トイレ、 入浴関連の福祉用具を買う

=利用できる。
=原則として利用できない。
=尿のみを吸引するものは利用できる。

・手すり(工事をともなわないもの)・スロープ(工事をともなわないもの)

月々の利用限度額の範囲内で、 実際にかかった費用の 1~3割を自己負担します。

適正な価格で、 福祉用具を利用しましょう。

購入費支給の対象は、 次の種類です。

適正な価格で利用するために下記の点を理解しておきましょう。 疑問点は事業者に相談しましょう。
・商品ごとに貸与価格の全国平均が公表されており、 その平均価格をもとに貸与価格の上限額が設定
されています。 ※上限を超えた場合は、保険給付対象外 (全額自己負担) となります。
・事業者には下記①、②が義務付けられています。
　① 貸与する商品の機能や価格帯の異なる複数商品を選択肢として示す。
　②貸与する商品の全国平均価格とその事業者の価格を説明する。

年間10万円が上限で、 その1~3割が自己負担です。 費用が10万円かかった場合、1~3万円が自己負担です。
 (毎年4月1日から1年間)※原則として、同一種目の再購入は認められていません。

●腰掛便座 (便座の底上げ部材を含む)　●自動排せつ処理装置の交換部品
●入浴補助用具 (入浴用いす、 浴槽用手すり、浴槽内いす、 入浴用介助ベルト等)
●簡易浴槽    ●移動用リフトのつり具の部分
●排せつ予測支援機器   ●固定用スロープ  ●歩行器（歩行車を除く）
●単点杖（松葉杖を除く）  ●多点杖

●いったん利用者が改修費全額を負担します。 あとで市に申請
　すると、20万円を上限に費用の7割~9割が支給されます。
●原則1回限りですが、 引っ越した場合や要介護状態区分が大
　きく上がったときには、 再度の給付を受けられます。
●本人や家族などが住宅改修をしたときには、 材料の購入費が
　対象となります。

●住宅改修事前申請書
●住宅改修が必要な理由書 ①②
　ケアマネジャーや福祉住環境コーディネーターなど
　に作成を依頼します。
●住宅の所有者の承諾書
　(改修の利用者と住宅の所有者が異なる場合)
●工事費見積書
●住宅の平面図
　(改修後の完成予定のわかるもの。 生活動線記載)
●改修前写真 (日付入りのもの）

●住宅改修費支給申請書
●住宅改修に要した費用の領収書
●委任状 (口座名義人が本人でないとき)
●改修前、 改修後の写真 (日付入りのもの)

・車いす ・車いす付属品 ( クッション、電動補助装置等 )
・特殊寝台 ・特殊寝台付属品 ・床ずれ防止用具
・体位変換器  ・認知症老人徘徊感知機器
・移動用リフト

・歩行器 ・歩行補助つえ

❌

はいかい

・自動排せつ処理装置

要支援1・２
要介護１

要介護
2・3

要介護
4・5

❌

より安全な生活が送れるように住宅を改修する
居宅介護住宅改修(介護予防住宅改修)
生活環境を整えるための住宅改修
に対し、20万円を上限として費用
の7~9割が住宅改修費として支給
されます。
(費用が20万円かかったとき、自己
負担1割の場合は2万円、 2割の場
合は4万円、3割の場合は6万円が
自己負担額です)

事前申請および着工許可なしで行
われた工事については給付を受け
ることはできませんのでご注意く
ださい。
住宅改修のサービスを受ける
には、要介護認定を受けてい
ることが前提となります。
また、住宅改修を利用すると
きには、 複数の業者から見積
りをとりましょう。

申請が必要です

※指定を受けていない
事業者から購入した場
合は、支給の対象にな
りませんのでご注意く
ださい。

和式便器から
洋式便器への
取り替え

ケアマネジャーなどに相談

施工事業者の選択・ 見積もり依頼

市へ事前申請

市の確認／着工許可

工事の実施・完了／支払い（金額）

市への領収書などを提出

住宅改修の支給

事前申請が必要です

手続きの流れ

完了後提出に必要な書類

利用者負担について

滑りにくい床材・移動しやすい床材への変更

開き戸から引き戸等への扉の
取り替え(ドアノブの変更・戸
車等の設置)

段差の解消

事前申請に必要な書類

手すりの取り付け

※固定用スロープ、歩行器（歩行車を除く）、単点杖（松葉杖を除く）及び多点杖は、貸与と購入の選択制となりました。
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介護（予防）サービスを利用するときは、介護保険負担割合証に記載される利用者負担
割合に応じて、サービス費用の１割～３割を事業者に支払います。利用者負担割合は、
サービスを利用する方の所得や世帯構成によって判定されます。

1人の場合 ２人以上の場合

費用の支払い

利用者負担割合判定の流れ

はいいいえ

本人の
合計所得金額は

160万円以上ですか

本人の
《年金収入＋その他の
合計所得金額》は
340万円以上ですか

本人の
合計所得金額は

220万円以上ですか

本人の
《年金収入＋その他の合計所得金額》は

280万円以上ですか

はい いいえ はいいいえ

はいいいえ

1割 2割 3割

はいいいえ

本人の
合計所得金額は

160万円以上ですか

65歳以上の方全員の
《年金収入＋その他の
合計所得金額》は

合計463万円以上ですか

本人の
合計所得金額は

220万円以上ですか

65歳以上の方全員の
《年金収入＋その他の合計所得金額》は

合計 346万円以上ですか

はい いいえ はいいいえ

はいいいえ

1割 2割 3割

要介護１、利用者負担割合が１割の方が、
月15万円分の介護サービスを利用した場合・・・

利用者負担額の例

介護サービス費用額 150,000円

支給限度額額 167,650円

介護保険より給付
135,000円

利用者負担額

※ 利用者負担額のほかに、
    食費、日常生活費などは全額自己負担となります。

15,000円

利用者負担額を軽減するために

特定入所者介護（予防）サービス費（介護保険負担限度額認定）

お手続き

◉ 65歳未満の方、住民税非課税の方、生活保護受給者は１割負担となります。

負担限度額 対象となる方は以下の条件を満たす方です。
●本人、本人と同じ世帯の方全員および配偶者が住民税非課税である
●預貯金等の資産状況が、表に示される金額以下である

基準費用額 施設における居住費・食費の平均的な費用を勘案して定める額
（施設が定める居住費及び食費が基準額を下回る場合、施設の定める
額と自己負担額の差額が支給されます。）

居住費 食費
ユニット型個室

2,066円 1,728円 437円　(915円)※1,728円(1,231円)
1,445円

ユニット型個室的多床室 従来型個室 多床室

※一部の施設では697円になります。
（  ）内の金額は、介護老人福祉施設に入所した場合または短期入所生活介護を利用した場合です。

（１日あたり）

（１日あたり）

利用者負担段階
居住費等の負担限度額

ユニット型
個室

ユニット型
個室的多床室

従来型
個室※2 多床室

食費の負担
限度額 ※3

 預貯金等
の資産の状況※1

第１段階

第２段階

生活保護の受給者
単身：1,000
夫婦：2,000

単身：   650夫婦：1,650

万円
万円

万円
万円

本人の合計所得金額+
課税年金収入+非課税
年金収入が80.9万円以
下の方

880円 550円 300円

390円
【600円】

0円

430円

550円
（380円）

550円
（480円）550円880円

第３段階
①

単身：  550
夫婦：1,550

万円
万円

本人の合計所得金額+
課税年金収入+非課税
年金収入が80.9万円
超120万円以下の方

650円
【1,000円】430円1,370円

（880円）1,370円 1,370円

第３段階
②

単身：   500
夫婦：1,500

万円
万円

本人の合計所得金額+
課税年金収入+非課税
年金収入が120万円超
の方

1,360円
【1,300円】430円1,370円

（880円）1,370円 1,370円

●虚偽の申告により、不正に支給を受けた場合には支給された額および最大2倍の加算金を返還していただく
ことがあります。

同一世帯に
65歳以上の方が

同一世帯に
65歳以上の方が

介護保険では、所得が少ない方でも介護（予防）サービスを利用しやすくするた
めに、さまざまな支援対策があります。

低所得者の方の介護保険施設サービス、短期入所サービスを利用するときの居住費（滞在
費）、食費の利用者負担額を軽減します。所得に応じた負担限度額までを自己負担し、残り
の基準費用額との差額分は介護保険から支払われます。

要介護度ごとに、介護保険が利用できる
サービス費用の限度額が決められています。

居宅サービスの
支給限度額（１か月）

要介護
状態区分

要支援１
要支援２
要介護１
要介護２
要介護３
要介護４
要介護５

５０，３２０円
１０５，３１０円
１６７，６５０円
１９７，０５０円
２７０，４８０円
３０９，３８０円
３６２，１７０円

５０，３２０円事業対象者

※限度額を超えて介護サービスを利用した場合は、
　超えた分の費用は全額自己負担となります。

老齢福祉年金の受給者

支給限度額

※支給限度額に含まれないサービスもあります【詳細はP.35】
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利用者負担について5

窓口で申請が必要です。審査の上、対象になる方に
「介護保険負担限度額認定証」を発行しますので、施設等へ提示してください。
なお、有効期間は申請された月から次の7月末までです。

※1　第２号被保険者（40歳以上64歳以下）の場合、単身：1,000万円、夫婦：2,000万円
※2　介護老人福祉施設または短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額は（　）内の金額です
※3　短期入所生活介護または短期入所療養介護を利用した場合の食費の負担限度額は【　】内の金額です
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高額介護サービス費

介護保険と医療保険の支払いが高額になったときの負担軽減
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�生命保険、自動車、腕時計・宝石等の時価評価額の把握が困難な貴金属、絵画・骨董品、
家財等は預貯金等に含まれません

預貯金等に含まれないもの

同じ月に利用した介護サービス利用者負担（1～3割）の合計が高額になり、下記の限度額を超
えたときは、超えた分が「高額介護サービス費」として後から給付されます。
●給付を受けるには、市区町村への申請が必要です。
●施設サービスの食費・居住費・日常生活費など介護保険の対象外の費用は含まれません。
※令和7年8月から

区分 限度額

 住民税課税世帯（同一世帯の第一号被保険者の課税所得額で判定）

年収約1,160万円以上の方 世帯 140,100円
年収約770万円以上
年収約1,160万円未満の方 世帯  93,000円

年収約383万円以上
年収約770万円未満の方 世帯  44,400円

上記以外の住民税課税世帯の方 世帯  44,400円
 世帯全員が住民税非課税世帯 世帯  24,600円

・老齢福祉年金の受給者の方
・前年の合計所得金額＋課税年金収入額が80.9万円以下の方等

世帯  24,600円
個人  15,000円

 生活保護受給者の方等 個人  15,000円

預貯金等に含まれるものとは？

預貯金等に含まれるもの 確認方法

預貯金（普通・定期）、 タンス預金（現金） 通帳の写し等 （タンス預金の場合は自己申告）

有価証券（株式・国債・地方債・社債等） 証券会社や銀行の口座残高の写し等

金・銀（積立購入含む）等、購入先の口座残高によって
時価評価額が容易に把握できる貴金属 購入先の銀行等の口座残高の写し等

投資信託 銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高の写し等

ポイント

同一世帯内で介護保険と国保などの医療保険の両方を利用して、 介護と医療の自己負担額が
下記の限度額を超えたときは、超えた分が払い戻されます。 (高額医療・高額介護合算制度)
●給付を受けるには、市区町村への申請が必要です。
●同じ世帯でも、家族がそれぞれ異なる医療保険に加入している場合は合算できません。
●自己負担限度額を超える額が500円以下の場合は支給されません。
医療と介護の自己負担合算後の限度額 ( 年額 : 毎年 8 月 1 日から翌年 7 月 31 日まで )

区分 限度額

901万円超 212万円

600万円超~901万円以下 141万円

210万円超~600万円以下   67万円

210万円以下   60万円

住民税非課税世帯   34万円

基
準
総
所
得
額

区分 限度額

690万円超 212万円

380万円以上690万円未満 141万円

145万円以上380万円未満   67万円

一般（住民税課税世帯の方）   56万円  

低所得者Ⅱ ※1   31万円

低所得者Ⅰ ※2   19万円

課
税
所
得

※1 低所得者Ⅱ　70歳以上で住民税非課税である被保険者もしくはその被扶養者等
※2 低所得者Ⅰ　70歳以上で被保険者およびその被扶養者全員が住民税非課税で、所得が一定基準
　　　　　　　  (年金収入 　80.9万円以下等)を満たす人等
住民税が非課税等であっても現役並み所得者に該当する場合は、低所得者には該当しません。

70歳未満の方 70歳以上の方・後期高齢者医療制度の対象者

�※介護予防サービスについても同様です。

支給限度額に含まれないサービス

特定福祉用具購入 居宅介護住宅改修

居宅療養管理指導 特定施設入居者生活介護
（外部サービス利用型、短期利用を除く）

地域密着型特定施設入居者生活介護
（短期利用を除く）

認知症対応型共同生活介護
（短期利用を除く）

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 介護保険施設に入所して利用するサービス

確認事項 ※支給限度額【詳細は P.32】

※【詳細は P.33】
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総合事業  自分らしい生活を続ける ために

●介護予防ケアマネジメント●訪問型サービス ●通所型サービス 高齢者が日常的に介護予防に
取り組めるような教室など

地域包括支援センターまたは、 高齢介護課、 ケアマネジャー
へご相談ください。 心身の状態を確認したうえで、その方に
合ったサービスや支援を受けることができます。

基本チェックリストとは、日常生活に必要な機能が低下していないかを確認するための25項目からなる
質問票です。 基本チェックリストから、 どのような介護予防に取り組めばよいかがわかります。

生活機能の低下が気になったら地域包括支援センターに相談しましょう。

「膝が痛く、外出がしづらくなった」「食欲
がなくなってきた」などのちょっとした不
調が、介護が必要な状態にまで悪化してし
まうことがあります。
いつまでも自分らしい生活を続けるため
には、症状が重くなる前に介護予防などに
取り組むことが大切です。

□ 階段手すりや壁をつたわらずに昇っていますか

□ 6カ月間で2~3kg以上の体重減少はありましたか

□ 半年前に比べて固いものが食べにくくなりましたか

□ 週に1回以上は外出していますか

・要支援1・2の認定を受けた方
・基本チェックリストによって、 生活機能が低下している
  と判定された方 (事業対象者)

介護予防・日常生活支援総合事業 (以下、「総合事業」) とは、 地域全体で高齢者を
支え、高齢者の方も自らの持つ能力をできる限り生かして、要介護状態を予防する
ための事業です。 総合事業は、 自立した日常生活の支援と介護予防を目的としてお
り、介護予防・生活支援サービス事業 と 一般介護予防事業 の二つからなります。

介護予防・生活支援サービス事業 

総合事業
 一般介護予防事業

 基本チェックリスト ( 一部抜粋 )

対象者

65歳以上のすべての方が対象
対象者

総合事業を利用するには

基本チェックリストについて

　 周りの人から「いつも同じことを聞く」 などの物忘れが
    あると言われますか

総合事業利用の流れ

要介護・要支援認定

※事業対象者（基本チェックリスト該当者）は、予防給付サービスを利用することはできません。

基本チェックリスト

介護予防ケアマネジメント
ケアプランの作成

（地域包括支援センターまたは介護予防支援事業所）

ケアプラン
の作成

要介護
1~5

要支援１
要支援２

非該当
（自立）

事業
対象者

非該当
（自立）

・通所型サービス
・訪問型サービス

介護予防・生活支援
サービス事業を利用

予防給付サービス
を利用介護給付

サービス
を利用

一般介護予防事業
利用できます

福祉用具貸与、通所
リハビリテーションなど

居宅介護
支援事業所( )

( )

❶新規でサービスを利用する方
❷要介護・要支援認定の更新をする方のうち、
　❺以外の利用を希望する方
❸第 2号被保険者 (40~64歳 )：
   特定疾病 (16 種類 ) 指定

❹新規で総合事業を利用したい方
❺更新時に要支援1・2で、 訪問型
　サービス 通所型サービスのみ
　の利用を希望する方

❻65歳以
　上の方

□
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介護予防・日常生活支援　総合事業6
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の方が利用できるサービス

(できることはできるだけご本人が行いながら、できない部分をお手伝いしてもらいます)

事業対象者

介護予防・生活支援サービス事業

要支援1・2

名称 サービス内容 対象者 利用者負担の目安

介護予防訪問
サービス

身体介護（食事や入浴
等の介助）や生活援助

（調理、掃除等）

週1回程度の利用　1,226円/月
週2回程度の利用　2,448円/月
週2回を超える利用

（要支援2のみ）　　3,884円/月
おおむね60分程度/回
※初回時には加算があります。

家事応援訪問
サービス

調理や掃除などの
家事援助

1回あたり242円
おおむね60分程度/回
※初回時には加算があります。

介護予防通所
サービス

デイサービスセンター
などで機能訓練・レク
リエーションなどを日
帰り利用できます。
※施設により内容は異
　なります。

週1回程度の利用　1,949円/月
週2回程度の利用　3,752円/月
※個別サービスの利用により
　加算があります。
※上記利用金額には送迎費用も
　含まれています。

ミニデイ型通所
サービス

介護保険施設などで、
生活機能向上のための
体操やレクリエーショ
ンなどを利用できます。

1回あたり303円
３時間以上/回
※個別サービスの利用によ
　り加算があります。
※上記利用金額には送迎費
　用も含まれています。

短期集中介護予防
通所サービス

介護保険施設などで、
保健・医療の専門職に
よる運動を中心とした
生活機能改善の取り組
みを行います。

１回あたり430円
２時間程度/回
※週1回２時間程度計12回の
　サービスとなります。
※上記利用料には送迎費用も
　含まれています。

要支援1・２

　　　一般介護予防事業

●介護予防の取り組みの機能強化を図ります！
　地域で行う介護予防活動にリハビリテーション専門職を
派遣します。

●介護予防の活動を支援します！
　介護予防活動をするボランティアの育成や
支援などを行っています。

2025年4月1日現在の費用額のめやす※記載されている金額は１割の場合の利用者負担費用です。

要支援1・２

要支援1・２

要支援1・２

要支援1・２

訪
問
型
サ
ー
ビ
ス

介護予防の活動を始めてみたい、教室に参加したいという方は、
高齢介護課にご相談ください。

介護予防には
「社会参加や生きがいづくり」が大切です！

　趣味のグループや老人クラブ・地域の支え合い活動（ボランティア、自治会・行政区、見守
りなど）に参加するなど、ご自分にあった活動の機会を増やすことも、介護予防に効果的です。
　地域のつながりを生かした、活動的な生活で、健康長寿を目指しましょう！

通
所
型
サ
ー
ビ
ス

地域のつながりを活かした介護予防の取り組みを行っています。
対象者：65歳以上のすべての方

事業対象者

事業対象者

事業対象者

事業対象者

事業対象者

●介護予防の普及啓発をします！
　運動機能向上やフレイル（※）予防・栄養改善・口腔機能向上・
レクリエーションなど、介護予防に関する教室を開催しています。
　また介護予防に関するパンフレット配布など情報を発信しています。
※フレイルとは、身体的機能や認知機能の低下によって介護が
　必要になる危険性が高い状態を指します。　　　　　
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地域包括支援センター・在宅介護支援セン　ター・成年後見サポートセンターのご案内７
介護・福祉・健康・医療など様々な面から総合的に高齢者とその家族を支えます。
介護のことや、高齢者が地域で安心して暮らしていくための心配ごとについてご相談く
ださい。

高齢者サポートセンターではこんなことを行います
（古河市地域包括支援センター）

さまざまな相談に応じます

高齢者に関する介護・健康・福祉など
で不安なことがありましたら、ご本人・
ご家族・地域の方等、どなたでもお気
軽にご相談ください。

認知症に関する支援として

認知症の人やそのご家族への相談支
援、認知症に関する普及啓発（認知症
サポーター養成講座等）を行います。

自立した生活を送れるよう支援します

介護保険で「要支援 1・2」の認定を受
けた方や基本チェックリストにより「事
業対象者」と判定された方の介護予防ケ
アプランを作成します。

高齢者の権利を守ります

悪質な訪問販売や高齢者虐待等の防止
など、人権や財産を守るために、高齢
者やその家族を支援します。

暮らしやすい地域づくりを目指します

高齢者が住みなれた地域で安心して暮ら
していけるよう、関係機関とネットワー
クをつくり、さまざまな問題に対応しま
す。

センター名 担当地区 問い合わせ先

地域包括支援センター古河
（高齢者サポートセンター古河） 古河地区

新久田271-1
古河福祉の森会館付属棟
TEL 0280-23-6517

地域包括支援センター総和
（高齢者サポートセンター総和） 総和地区

上大野1889-1
特別養護老人ホーム希望の森内
TEL 0280-23-5661

地域包括支援センター三和
（高齢者サポートセンター三和） 三和地区

仁連601
介護老人保健施設　けやきの舎内
TEL 0280-77-3740

高齢者の総合相談窓口

■在宅介護支援センター
古河市が委託している身近な相談窓口

センター名 担当区域 問い合わせ先

愛光園 古河地区
（JR宇都宮線西側で国道354号線北側）

新久田250-4
TEL 0280-48-6944

わたらせ 古河地区
（国道354号線南側）

大山507-5
TEL 0280-47-0161

平成園 古河地区
（JR宇都宮線東側で国道354号線北側）

旭町1-17-39
TEL 0280-31-3737

青嵐荘 総和北中学校区 西牛谷852-4 105号室
TEL 0280-98-0030

白英荘 総和中学校区 小堤1796-2
TEL 0280-98-6218

バックアップ
（総和中央病院） 総和南中学校区 駒羽根825-1

TEL 0280-91-1256

みどりの里 三和中学校区
三和東中学校区（南西域）

東山田4796-2
TEL 0280-78-1123

秋明館 三和北中学校区
三和東中学校区（北東域）

諸川2530-4
TEL 0280-77-3751

■成年後見サポートセンター
成年後見制度についての相談窓口

センター名 問い合わせ先

成年後見サポートセンターこが 北利根 10　たんぽぽ館内
TEL 0280-23-1108

「成年後見サポートセンターこが」ではこんなことを行います
古河市にお住いの皆さんを対象に、認知症や知的・精神障がいなどにより、「ひとりで決めることに
不安や心配のある方」が住み慣れた地域で安心して暮らすことができるようお手伝いする相談窓口
です。

主な業務
・成年後見制度に関すること
・日常生活自立支援事業に関すること

■地域包括支援センター
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※１・2・12のサービスは申請後、古河市在宅介護支援センターの訪問による生活や身体状況の調査を行います。

食の自立支援・食生活の安定及び安否確認のため、お弁当（昼食）を最大週 3回まで
配達します。

加齢等心身機能の低下により調理・調達が困難な 65歳以上のひとり暮らし高齢者、
または高齢者のみの世帯の人
※ 調理経験が無い、安価等の理由では、このサービスを利用することはできません。

１食につき市の助成額 400 円を除いた実費

緊急時に民間の受信センターにつながる緊急通報装置と人感センサーを設置することで、
家庭内における 24 時間 365 日体制の見守りを行います。また、健康相談等の対応や定期
的な安否確認の連絡も行います。

疾病等の理由により健康に不安があり、見守りを必要とする高齢者で、次のいずれかに
該当する人
① 70 歳以上のひとり暮らし高齢者 ② 75 歳以上の高齢者のみの世帯（同居者全員）
③ 70 歳以上で、同居者が下記のいずれかに該当するため、緊急時の対応が困難である人
l 身体障害者手帳 1級・2級、精神障害者保健福祉手帳 1級、療育手帳○A ・Ａの人
l 要介護４以上の人
l 認知症と診断されている人

同一敷地内、隣接敷地内に親族が住んでいる場合、対象外となります。

月額 300 円 ※その他、実費負担があります（通信料、電気料等）。

緊急時の救急活動に必要な医療情報（緊急連絡先、持病、服薬、かかりつけ医等）をシートに
記入し、専用のカプセル（愛称：伝言くん）に入れ、自宅の冷蔵庫に保管することで、
迅速な救命救急活動に役立てます。

次のいずれかに該当する人
① 65 歳以上のひとり暮らし高齢者、または高齢者のみの世帯の人
② 日中ひとりとなる 65 歳以上の人で、健康上の不安がある人
③ 身体障害者１級・２級・３級（内部障害のある人）、療育手帳○Ａ・Ａの人、

精神障害者保健福祉手帳１級の人

なし

市で登録のあるタクシー事業者を利用した際に使用できる助成券を交付します。

75 歳以上の高齢者

500 円分の助成券×48枚
乗車ごとに運賃に応じた枚数の助成券を使用できます。
・運賃 1,000 円以上で助成券１枚（500 円）使用可能。
・運賃 2,000 円以上で助成券 2枚（1,000 円）使用可能。
・運賃 3,000 円以上で助成券 3枚（1,500 円）使用可能。
・運賃 4,000 円以上で助成券 4枚（2,000 円）使用可能。
※1,000 円未満では使用できません。１度の乗車につき４枚まで利用できます。

・デマンド交通（乗合タクシー）「愛・あい号」では使用できません。
・「高齢者通院等交通費助成」と同時に使用することはできません。
・事前に申請及び助成券の交付を受ける必要があります。

医療機関へ通院する際の一般及び介護タクシー運賃の一部を助成します。

自力での通院または家族による送迎が困難な在宅高齢者で、次のいずれかに該当する人
① 65 歳以上のひとり暮らし高齢者及び高齢者のみの世帯の人
② 70 歳以上の高齢者 ③ 要介護及び要支援認定者
（種別割減免、障害者福祉タクシー利用者は利用できません。）

片道を 1回とし、１か月８回まで、運賃総額の 1/2（100 円未満切捨て）までで、
助成限度額 5,000 円 １か月分をまとめて申請し、後日振込にて助成されます。

・申請書に医療機関の押印と、タクシーの領収書が必要です。
・「ふくとく・チケット」を使用して乗車した運賃については申請することができません。

寝たきり高齢者等を介護している同居家族に対し、紙おむつ等の介護用品を自宅まで
お届けします。

市内に住所を有し、下記のいずれかに該当する高齢者等と同居し、介護している家族。
① 要介護４以上の認定を受けている人
② 要介護３の認定を受け、認定調査において「排尿」又は「排便」の項目が「介助」

又は「見守り等」に該当する人
医療機関や介護保険施設等に入院・入所している人（家族以外から介護を受けている
人）は対象外です。

市民税非課税世帯：１か月 6,000 円分の介護用品
市民税課税世帯 ：１か月 3,000 円分の介護用品
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白内障手術後に眼鏡が
必要な 65 歳以上の人

・購入費の 1/2 以内で
限度額 10,000 円

・１人１回１対のみ

① 手術後１年以内に購入した
ものに限ります。

② 市指定の書類に医師の証明が
必要です。
(費用は自己負担です)

聴覚による身体障害者
手帳の交付を受けてい
ない、65 歳以上の人

・購入費の 1/2 以内で
限度額 30,000 円

・１人 1回１台のみ
集音器は助成の対象外です。

ぼうこう又は直腸機能
障害による身体障害者
手帳の交付を受けてい
ない、65 歳以上の人

・蓄尿袋（１か月）
限度額 6,000 円

・蓄便袋（１か月）
限度額 5,000 円

他の制度で給付・助成を受けて
いる人は対象外です。

次のいずれにも該当するシルバーカーの購入費を助成します。
① ４輪車で荷物入れの機能を有するシルバーカー
② ＳＧ規格適合商品

1人 1回１台のみ申請ができます。
介護保険福祉用具貸与の対象品となるものは助成の対象外です。

70歳以上で歩行に不安のある人 領収書、取扱説明書等
が必要です。購入費の1/2以内で限度額5,000円

指定事業者が自宅を訪問し理髪を行うための助成券を交付します。

理美容所に行くことが困難な高齢者であって、次のすべてに該当する人
① 65 歳以上のひとり暮らし、または高齢者のみの世帯
② 要介護３以上の認定を受けている人

1,000 円分の助成券×最大４枚
※申請時期により、交付枚数が異なります。
４～６月 ：４枚交付 ７～９月：３枚交付
10～12 月：２枚交付 １～３月：１枚交付

市が指定した理美容所

はり・きゅう・あんま・マッサージ・指圧施術費に関わる助成券を交付します。

70 歳以上の人または、重度心身障害者

1,000 円分の助成券×２枚 市が指定した事業所

清潔な住環境を提供することを目的に、寝具類の洗濯及び乾燥消毒を行います。
市民税課税状況に応じて年２枚の助成券を交付します。
寝具類の衛生管理が困難な高齢者であって、次のすべてに該当する人
① 65歳以上のひとり暮らし、または高齢者のみの世帯
② 要支援・要介護認定を受けている人
市民税非課税世帯：無料
市民税課税世帯：１回あたり 3,050 円

・敷布団、掛布団、毛布の３点が対象です。
・洗濯期間中のレンタルを希望の場合、自費で利用することができます。

徘徊探知システムの利用にかかる費用の一部を助成します。
市が協定を交わした事業所が貸与する専用の端末機を徘徊高齢者が所持することで、家族
が専用アプリ等により現在位置を確認することができます。
認知症の高齢者を在宅で介護している世帯の人

医療機関や介護保険施設に入院・入所している人（家族以外から介護を受けている
人）は対象外です。
外出時に専用端末を携帯する必要があります。

・毎月の利用料金：なし
・初期費用：利用者負担

加入料金 4,950 円（税込）
付属品代金① 標準充電器 2,750 円（税込）

② バッテリー充電器（予備バッテリー付き） 6,490 円（税込）
※付属品を①・②から選択ください。

※その他、実費負担があります（事業所に位置情報の確認を依頼する場合や、現場への
かけつけを依頼する場合、バッテリー交換等）。
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